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平成３１年度の中学校部活動の運営について（お知らせ） 

 

 陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げま

す。昨年度いただいた本校教育活動へのご理解とご協力を本年度も引き続き賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 さて、幸田町教育委員会は、３月に｢幸田町部活動ガイドライン｣を策定し、町のＨＰに

掲載するとともに、皆様に依頼文書を配付しました。ガイドラインは、生徒が安全で安心

して部活動に参加できるように、また教職員にとって部活動指導が過度な負担にならない

ために策定され、部活動がより効果的で持続可能な活動であるための指針として示された

ものです。幸田町小中学校長会では、町内３中学校がガイドラインの主旨に配慮しつつ、

適切な部活動運営が行われるよう、下記の通り申し合わせをしましたので、お知らせいた

します。 

 なお、幸田町小中学校長会は、幸田町教育委員会の指導に基づき、引き続き、中学校部

活動の適切な運営について検討を続けてまいります。保護者の皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

記 

１ 休養日について 

  ・平日１日の休養日は、原則木曜日とします。ただし、学校事情や部活動大会の関係等 

により、別日を休養日とすることもあります。 

 ・週末１日（土または日）を休養日とします。 

 ・やむを得ず休養日に活動する場合は、平日は 平日、土日は土日に振り替えます。 

 

２ 始業前の活動について 

 ・原則朝練は行いません。ただし、中小体連主催の大会、コンクール前は、４日間程度 

を、コンディションづくりを目的とした活動として行う場合もあります。また、文化 

祭､町音楽会や儀式的行事等がある日の始業前の音楽部の活動は認めます。 

   

３ 活動時間について  

 ・平日は、１日の活動時間を２時間程度とします。 

 ・休日は、１日の活動時間を３時間程度とします。ただし、準備・片付け、休憩時間の 

確保等を考慮すると、さらに１時間程度は、部活動の運営上必要であるととらえてい 

ます。 

 ・練習試合や大会等のため、活動時間を超過する場合は、超過活動時間を振り替える   

ことを第一とします。難しい場合には、その日の分を別日に振り替えます。必ず事前 

に通知します。 

  

４ その他 

 ・この文書の内容については、４月１３日（土）のＰＴＡ総会でも補足説明させていた 

だく予定です。 
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